[bookmark: _u4cd0vba96zg]責任限定契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲乙間で締結される個別契約または取引（以下「本取引」という。）に関連して生じる損害賠償責任の範囲を明確にするため、以下のとおり責任限定契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _y7c8xfnm32p1]第1条（目的）
本契約は、本取引に関連して甲または乙に損害が生じた場合における、当事者間の損害賠償責任の範囲および限度を定め、将来の紛争を未然に防止することを目的とする。

[bookmark: _j2gksr81xtft]第2条（適用範囲）
1. 本契約は、本取引に関連して甲乙間に生じる一切の損害賠償請求に適用されるものとする。
2. 本契約の内容と、本取引に関する個別契約の内容が異なる場合には、当該個別契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の定めが優先して適用されるものとする。

[bookmark: _zepctkc39f6d]第3条（責任限定）
1. 本取引に関連して、甲または乙が相手方に損害を与えた場合における賠償責任は、当該損害が当事者の責めに帰すべき事由によって直接かつ現実に生じた通常損害に限られるものとする。
2. 甲および乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、将来発生する損害について、一切の責任を負わないものとする。

[bookmark: _i9ht3l4htwnr]第4条（賠償額の上限）
1. 本取引に関連して、甲または乙が負う損害賠償責任の総額は、当該損害が発生した契約年度において、甲乙間で実際に支払われた対価の総額を上限とする。
2. 前項に基づく賠償額の上限は、損害賠償請求の原因の如何を問わず適用されるものとする。

[bookmark: _8hvdl32hfuh9]第5条（免責事項）
1. 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、通信回線障害その他当事者の合理的支配を超える事由により生じた損害について、甲および乙は一切の責任を負わないものとする。
2. 相手方の指示、仕様、提供資料等に起因して生じた損害については、当該指示等を行った当事者がその責任を負うものとする。

[bookmark: _wcujfiv7wonh]第6条（故意または重過失）
前各条の定めにかかわらず、甲または乙の故意または重過失により相手方に損害が生じた場合には、本契約による責任限定は適用されないものとする。

[bookmark: _z140xs4hxjkt]第7条（第三者に対する責任）
本取引に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、当該紛争を発生させた当事者の責任と負担において解決するものとし、相手方に損害を与えた場合には、当該当事者がこれを賠償するものとする。

[bookmark: _5fhge8b5s7pa]第8条（有効期間）
本契約は、本契約締結日から本取引が終了した日まで有効に存続するものとし、本取引終了後も、第3条から第7条までの規定は有効に存続するものとする。

[bookmark: _tne5nza5n9pp]第9条（協議事項）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

[bookmark: _bd5s75nb6et5]第10条（準拠法および管轄）
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。




●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

